
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

  

 

こんにち は。  
今月もわ たしと 一緒に チリリン･タイ ムで
自転車の ルール を学び ましょう 。  

チリコ 

「あれれ？この前おまわりさんが自転車は車道の左側

通行って言っていたのに、歩道を走っている子がいる

わ･･･。でも、この前歩道を通行できるときもあるって

言っていたような気が･･･」 

 

３  

チリコ｢そうなんだ！誰でも歩道を通っていいわけじゃ

ないんですね！｣ 

おまわりさん｢そうなの。あと、歩道を通っていいから

と言って、どこを通ってもいいわけではないのよ！

歩道の中央から車道寄りを徐行。自転車の標示があ

るときはその部分を走るの。歩行者の妨げになる運

転はやめましょうね!｣ 

チリコ｢はい。気をつけます。｣ 

 

チリリン・スクールマスコットキャラクター 
｢チリカ｣のヘルメットを被っている女の子です。 

新キャラクターチリコちゃん 

 
 

２  １  

おまわりさん 

｢普通自転車は次のときに限って歩道を通れるのよ｣ 

① 標識や標示により、歩道が通行できるとき 

② 13 歳未満の子どもや 70 歳以上のお年寄り、 

からだの不自由な人であるとき 

③ 道路工事や駐車車両等により歩道を通行するこ

とがやむをえないとき 

 

 

 

 

チリコ｢おまわりさーん！｣ 

おまわりさん｢あら、チリコちゃん！どうしたの？ 

そんなに急いで！｣ 

チリコ「この前、歩道を通行できるときがあるって言っ

ていたでしょ？それってどんな時か教えてください!｣ 

 

４  


